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(57)【要約】
【課題】監視されているという意識を不審者に対して与
えて建物への侵入を思い留まらせる映像表示装置を提供
する。
【解決手段】映像表示装置は、玄関扉４の戸外側に設置
された表示部２２と、表示部２２の周囲に居る人を感知
する人感センサ２３ａ、２３ｂと、人感センサ２３ａ、
２３ｂの感知結果に応じて表示部２２の表示内容を変更
する映像制御部とを備える。表示部２２は目を含む映像
を表示する。人感センサ２３ａ、２３ｂの感知結果に応
じて表示部２２の表示内容である目を含む映像が変更さ
れるので、人目を気にしながら建物へ侵入しようとする
不審者は、目を含む映像が自分に反応していると認識し
て、監視されているという意識を強めて警戒心を高める
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の周囲に設置され、目を含む映像を表示する表示部と、
　前記表示部の周囲に居る人を感知する人感センサと、
　前記人感センサの感知結果に応じて前記表示部の表示内容を変更する映像制御部と
　を備えることを特徴とする映像表示装置。
【請求項２】
　前記映像制御部は、前記人感センサが感知した人を前記表示部に表示された目で追うよ
うに映像を制御することを特徴とする請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項３】
　前記映像制御部は、前記人感センサが人を感知していないとき、前記表示部が笑った状
態の目を含む映像を表示するように制御することを特徴とする請求項１または２に記載の
映像表示装置。
【請求項４】
　前記映像制御部は、前記表示部が、現在時刻、外部の気温、二酸化炭素濃度及び地域内
の連絡事項のうち少なくとも１つを前記目を含む映像と併せて表示するように制御するこ
とを特徴とする請求項１から３いずれか一項に記載の映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人感センサの感知結果に応じて目を含む映像を変化させる映像表示装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　複数のエリアに離間して配置された複数の情報表示装置によって広告に関するコンテン
ツの表示を行うコンテンツ表示システムが従来から知られている（例えば、特許文献１参
照）。各情報表示装置は当該装置近傍に居る閲覧者を検出する人感装置を備え、人感装置
の検出結果から閲覧者の移動情報を取得し、当該移動情報に基づいて、移動する閲覧者に
対して一連のコンテンツを複数の情報表示装置を用いて表示させている。
【特許文献１】特開２００７－１９３２９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１のシステムは、広告に関するコンテンツを表示することを目的としており、
人目を気にしながら建物へ侵入しようとする不審者を監視する防犯目的に使用するもので
はない。また、移動する閲覧者に対してコンテンツを表示させるために複数の情報表示装
置を離間して配置する必要があり、建物の周囲において複数の情報表示装置を設置するこ
とができる場所が限定されてしまう。
【０００４】
　人感装置が検知した人が居る方向へ防犯カメラを向ける防犯システムでは防犯カメラが
必要となり、防犯カメラの設置場所の確保やコストの上昇などが問題となってしまう。
【０００５】
　本発明は、上記問題点に鑑みて成されたものであり、その目的は、監視されているとい
う意識を不審者に対して与えて建物への侵入を思い留まらせる映像表示装置を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の特徴は、建物の周囲に設置され、目を含む映像を表示する表示部と、表示部の
周囲に居る人を感知する人感センサと、人感センサの感知結果に応じて表示部の表示内容
を変更する映像制御部とを備える映像表示装置であることを要旨とする。
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【０００７】
　本発明の特徴によれば、人感センサの感知結果に応じて表示部の表示内容である目を含
む映像が変更されるので、人目を気にしながら建物へ侵入しようとする不審者は、目を含
む映像が自分に反応していると認識して、監視されているという意識を強めて警戒心を高
める。よって、不審者に侵入を思い留まらせる防犯効果が得られる。また、少なくとも１
つの表示部を備えていれば良いので、表示部の設置場所の確保という問題も解消される。
その表示部は、目を含む映像を表示できればよいので、表示面積は小さくて済む。また、
防犯カメラが不要なので設置場所の確保やコストの上昇という問題も解消される。
【０００８】
　本発明の特徴において、映像制御部は、前記人感センサが感知した人を前記表示部に表
示された目で追うように映像を制御してもよい。これにより、人感センサによって感知さ
れた不審者は、表示部に表示された目によって追われていると認識して、監視されている
という意識を強め、警戒心を高める。よって、不審者に侵入を思い留まらせる防犯効果を
高めることができる。
【０００９】
　また、映像制御部は、前記人感センサが人を感知していないとき、前記表示部が笑った
状態の目を含む映像を表示するように制御してもよい。これにより、例えば近隣住民など
、善意の者に対して不快感を与えることがなくなり、近隣とのコミュニケーションを円滑
にすることができる。
【００１０】
　また、映像制御部は、表示部が、現在時刻、外部の気温、二酸化炭素濃度及び地域内の
連絡事項のうち少なくとも１つを前記目を含む映像と併せて表示するように制御してもよ
い。これにより、表示部を近隣住民とのコミュニケーション手段としても使用できるので
防犯に役立つ。また、当該コミュニケーションの活発さを外部にアピールすることができ
るので、人目を気にしながら侵入しようとする者の警戒心を高め、侵入を思い留まらせる
防犯効果を高めることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の映像表示装置によれば、監視されているという意識を不審者に対して与えて建
物への侵入を思い留まらせることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。図面の記載において同一部分には
同一符号を付して説明を省略する。本発明の実施の形態では、映像表示装置の表示部が設
置される箇所として、住宅の玄関に設置された玄関扉、及び敷地と道路との境界付近に設
置された門柱を例にとり説明する。具体的には、本発明の第１の実施の形態において本発
明の映像表示装置を備えた玄関扉について説明し、本発明の第２の実施の形態において本
発明の映像表示装置を備えた門柱について説明する。
【００１３】
　（第１の実施の形態）
先ず、図１（ａ）及び図１（ｂ）を参照して、第１の実施の形態に係わる玄関扉４の設置
例について説明する。敷地３内に住宅１が建築され、敷地３の一端が道路２に面している
。住宅１は、その出入り口として玄関を備え、玄関扉４は、この玄関に取り付けられてい
る。なお、図１（ａ）及び図１（ｂ）の設置例では、敷地３内に車１３の駐車スペースが
設けられている。
【００１４】
　次に、図３及び図４を参照して、玄関扉４の詳細な構成を説明する。図３に示すように
、玄関扉４の戸外側表面において、水平方向の略中央部に表示部２２が設置され、水平方
向の両端部にそれぞれ第１の人感センサ２３ａ及び第２の人感センサ２３ｂが設置されて
いる。表示部２２は少なくとも目を含む映像を表示する。
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【００１５】
　ここで、この映像に含まれる「目」には、実在する人間や動物またはロボットやカメラ
等の実在する機械の目、及びこれら実在する目を色、線、形によって写し表した目が含ま
れる。また、目の映像は、静止画であっても、アニメーションやビデオカメラで撮影した
映像などの動画であっても構わない。静止画では瞬きなどを表現することはできないが、
動画にすることにより瞬きなど実在する目の動きをリアルに表現することができる。
【００１６】
　第１の人感センサ２３ａ及び第２の人感センサ２３ｂは、それぞれ表示部２２の周囲に
居る人を感知する。図３の例において、玄関扉４は、左側端部付近を回転中心として外側
に開く外開き式の扉であり、右側端部付近にノブ２１が取り付けられている。もちろん、
玄関扉４はこれ以外にも、右側に開く外開き式や、両開き式、観音開き式、引き戸であっ
ても構わない。また、表示部２２を設置する高さは、戸外側に居る人の目の高さに合わせ
ればよいが、これに限るものではない。人感センサ２３ａ、２３ｂを設置する高さは、戸
外側に居る人を感知することができる高さであれば、図３に示す高さに限らない。
【００１７】
　図４に示すように、図３のＡ－Ａ切断面において、表示部２２に隣接して、表示部２２
に表示される映像を制御する映像制御部２４が配置され、映像制御部２４は図４の断面に
現れない配線によって第１の人感センサ２３ａ及び第２の人感センサ２３ｂに接続されて
いる。
【００１８】
　第１の人感センサ２３ａは玄関扉４の戸外側に広がる感度領域ＳＡａを備え、感度領域
ＳＡａに人が居ることを感知する。同様に、第２の人感センサ２３ｂは玄関扉４の戸外側
に広がる感度領域ＳＡｂを備え、感度領域ＳＡｂに人が居ることを感知する。
【００１９】
　感度領域ＳＡａはおよそ表示部２２から第１の人感センサ２３ａ側に形成され、感度領
域ＳＡｂはおよそ表示部２２から第２の人感センサ２３ｂ側に形成されている。よって、
玄関扉４の戸外側において、表示部２２よりも第１の人感センサ２３ａ側に人が居るとき
、第１の人感センサ２３ａは人の存在を感知するが、第２の人感センサ２３ｂは人の存在
を感知しない。逆に、玄関扉４の戸外側において、表示部２２よりも第２の人感センサ２
３ｂ側に人が居るとき、第２の人感センサ２３ｂは人の存在を感知するが、第１の人感セ
ンサ２３ａは人の存在を感知しない。
【００２０】
　図４の例では、感度領域ＳＡａの一部と感度領域ＳＡｂの一部がおよそ表示部２２の正
面において重なっている。よって、表示部２２の略正面に人が居るときは、第１の人感セ
ンサ２３ａと第２の人感センサ２３ｂが同時に人の存在を感知することになる。
【００２１】
　なお、感度領域ＳＡａ及び感度領域ＳＡｂは、第１の人感センサ２３ａ及び第２の人感
センサ２３ｂの感知結果から玄関扉４の戸外側に居る人の位置が判定することができるよ
うに設定されていればよく、図４の例に限定されるものではない。例えば、感度領域ＳＡ
ａ及び感度領域ＳＡｂの一部が互いに重なっていなくても構わない。
【００２２】
　映像制御部２４は、第１の人感センサ２３ａ及び第２の人感センサ２３ｂの感知結果に
応じて表示部２２の表示内容を変更する。具体的に、第１の人感センサ２３ａ及び第２の
人感センサ２３ｂは、人の存在を検知したか否かを示す感知結果信号を映像制御部２４へ
所定の周期でそれぞれ送信する。映像制御部２４は、各感知結果信号を受信し、この感知
結果信号に応じて表示部２２の表示内容を変更する。
【００２３】
　次に、図５（ａ）～図５（ｅ）を参照して、映像制御部２４によって変更される表示部
２２の映像例を説明する。映像制御部２４は、表示部２２が玄関扉４の戸外側に向けて図
５（ａ）～図５（ｅ）に示すような映像を表示するように制御する。ここでは、目を含む
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映像の例として、実在する目を色、線、形によって写し表した目を含む映像を例に取って
説明するが、実在する目の映像であっても構わない。
【００２４】
　第１の人感センサ２３ａが人の存在を感知していないが、第２の人感センサ２３ｂが人
の存在を感知している場合、映像制御部２４は、第１の人感センサ２３ａ及び第２の人感
センサ２３ｂの感知結果から表示部２２よりも第２の人感センサ２３ｂ側に人が居ると判
定する。そして、映像制御部２４は、図５（ａ）に示すように第２の人感センサ２３ｂ側
に向いた目の映像を表示部２２が表示するように、表示部２２の表示内容を変更する。
【００２５】
　第１の人感センサ２３ａが人の存在を感知しているが、第２の人感センサ２３ｂが人の
存在を感知していない場合、映像制御部２４は、第１の人感センサ２３ａ及び第２の人感
センサ２３ｂの感知結果から表示部２２よりも第１の人感センサ２３ａ側に人が居ると判
定する。そして、映像制御部２４は、図５（ｂ）に示すように第１の人感センサ２３ａ側
に向いた目の映像を表示部２２が表示するように、表示部２２の表示内容を変更する。
【００２６】
　第１の人感センサ２３ａ及び第２の人感センサ２３ｂが共に人の存在を感知している場
合、映像制御部２４は、第１の人感センサ２３ａ及び第２の人感センサ２３ｂの感知結果
から表示部２２の略正面に人が居ると判定する。そして、映像制御部２４は、図５（ｃ）
に示すように正面に向いた目の映像を表示部２２が表示するように、表示部２２の表示内
容を変更する。
【００２７】
　このように、第１の人感センサ２３ａ及び第２の人感センサ２３ｂが感知した人が居る
方向へ目を向けることができるので、映像制御部２４は人感センサ２３ａ、２３ｂが感知
した人を表示部２２に表示された目で追うように映像を制御することができる。
【００２８】
　そして、第１の人感センサ２３ａ及び第２の人感センサ２３ｂが共に人の存在を感知し
ていない場合、映像制御部２４は、第１の人感センサ２３ａ及び第２の人感センサ２３ｂ
の感知結果から表示部２２の周囲に人が居ないと判定する。そして、映像制御部２４は、
図５（ｄ）に示すように笑った状態の目の映像を表示部２２が表示するように、表示部２
２の表示内容を変更する。
【００２９】
　図５（ａ）～図５（ｄ）では、目のみからなる映像を表示部２２に表示した例を示した
が、図５（ｅ）に示すように、目の映像と併せて、その他の映像を表示部２２に表示して
も構わない。図５（ｅ）の例では、その他の映像の一例として、現在時刻を図示したが、
これ以外にも、外部の気温、二酸化炭素濃度及び地域内の連絡事項のうち少なくとも１つ
を目を含む映像と併せて表示しても構わない。
【００３０】
　また、図５には示さないが、その他の映像として、口、鼻、眉毛などの顔を構成する目
以外の要素の映像や、肩、腕などの体を構成するその他の要素の映像を併せて表示しても
よい。更に、例えば、図５（ａ）～図５（ｃ）では通常の口の映像を表示し、図５（ｄ）
では笑った状態の口の映像を表示するように、その他の映像についても表示部２２の表示
内容を変更しても構わない。
【００３１】
　以上説明したように、本発明の第１の実施の形態によれば、以下の作用効果が得られる
。
【００３２】
　住宅１の周囲の一例として玄関扉４の戸外側に向けて表示部２２を設置し、表示部２２
に目を含む映像を表示し、人感センサ２３ａ、２３ｂの感知結果に応じて表示部２２の表
示内容を変更することにより、人目を気にしながら住宅１へ侵入しようとする不審者は、
目を含む映像が自分に反応していると認識して、監視されているという意識を強めて警戒
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心を高める。よって、不審者に侵入を思い留まらせる防犯効果が得られる。また、少なく
とも１つの表示部２２を備えていれば良いので、玄関扉４の一部に表示部２２を設けるこ
とができる。また、表示部２２は目を含む映像を表示できればよいので、表示面積も小さ
くて済む。また、防犯カメラが不要なので設置場所の確保やコストの上昇という問題も解
消される。
【００３３】
　図５の各分図に示したように、映像制御部２４は、人感センサ２３ａ、２３ｂが感知し
た人を表示部２２に表示された目で追うように映像を制御することにより、人感センサ２
３ａ、２３ｂによって感知された不審者は、表示部２２に表示された目によって追われて
いると認識して、監視されているという意識を強め、警戒心を高める。よって、不審者に
侵入を思い留まらせる防犯効果を高めることができる。
【００３４】
　映像制御部２４は、人感センサ２３ａ、２３ｂが人を感知していないとき、表示部２２
が笑った状態の目を含む映像を表示するように制御することにより、例えば近隣住民など
、善意の者に対して不快感を与えることがなくなり、近隣とのコミュニケーションを円滑
にすることができる。
【００３５】
　映像制御部２４は、表示部２２が、現在時刻、外部の気温、二酸化炭素濃度及び地域内
の連絡事項のうち少なくとも１つを目を含む映像と併せて表示するように制御することに
より、表示部２２を近隣住民とのコミュニケーション手段としても使用できるので防犯に
役立つ。また、当該コミュニケーションの活発さを外部にアピールすることができるので
、人目を気にしながら侵入しようとする者の警戒心を高め、侵入を思い留まらせる防犯効
果を高めることができる。
【００３６】
　（第２の実施の形態）
先ず、図１（ａ）及び図１（ｂ）を参照して、第２の実施の形態に係わる門柱１１の設置
例について説明する。道路２から玄関扉４への往来に使用する通路６が、玄関扉４と道路
２とを繋ぐように敷地３内に形成されている。門柱１１は、道路２に面する敷地３の一端
であって、通路６付近に設置して使用される。図１に示す門柱１１の設置例は建物１の周
囲の一例であって、これに限らず、建物１の周囲の他の場所に門柱１１を設置しても構わ
ない。
【００３７】
　次に、図６及び図７を参照して、門柱１１の詳細な構成を説明する。図６に示すように
、門柱１１は、表示部３２と、第１の人感センサ３３ａ及び第２の人感センサ３３ｂと、
照明付表札３６と、インターフォン子機（３１、３５）とを備える。
【００３８】
　門柱１１の道路２側の側面において、水平方向の略中央部に表示部３２が設置され、水
平方向の両端部にそれぞれ第１の人感センサ３３ａ及び第２の人感センサ３３ｂが設置さ
れている。表示部３２は少なくとも目を含む映像を表示する。表示部３２を設置する高さ
は、道路２側に居る人の目の高さに合わせればよいが、これに限るものではない。人感セ
ンサ３３ａ、３３ｂを設置する高さは、道路２側に居る人を感知することができる高さで
あれば、図６に示す高さに限らない。
【００３９】
　照明付表札３６は、図示は省略するが、内部に備え付けた光源と、光源が放つ光を透過
し、透過する際に光を拡散する半透過性の表札板とを備える。例えば、表札板のうち居住
者の名の画像（例えば、「SUZUKI」）部分だけを黒色にして光の透過率を部分的に下げれ
ば、居住者の名の画像部分が暗くなり、その他の下地部分が明るくなる。よって、光源が
放つ光の一部が表札板を透過することにより表札板に記載された画像を外部から視認する
ことができる。
【００４０】
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　インターフォン子機は、訪問者の画像を撮影するカメラ３５と、訪問者が発する声を拾
うマイク及び住宅内に居る家人が発する声を出力するスピーカの機能を兼ね備えるマイク
付スピーカ３１とを備える。訪問者は、照明付表札３６に記載された居住者の名を確認し
た上で、マイク付スピーカ３１を通じて戸内に案内を請うことができる。
【００４１】
　なお、図２に示すように、門柱１１は、インターフォン子機との間で通信を行うインタ
ーフォン親機１４、及び外部のコンピュータやルータ、電話回線、インターネット８など
に接続するための外部通信端末１５に地下配線によって接続されている。インターフォン
親機１４はインターフォン子機との間で音声信号及び映像信号の送受信を行い、訪問者と
家人は、インターフォン親機１４及びインターフォン子機を介して通話することができる
。更に、インターフォン親機１４はモニター画面を備え、家人は図６のカメラ３５で撮影
された訪問者の画像をモニターすることができる。また、表示部３２、第１の人感センサ
３３ａ、第２の人感センサ３３ｂ、照明付表札３６及びインターフォン子機への電力供給
は地下配線を介して行われる。
【００４２】
　カメラ３５で撮影された訪問者の画像を所定の記憶装置に記憶してもよい。この場合、
後日、カメラ３５が撮影した画像を表示部３２に表示させることにより、戸外から人感セ
ンサ３３ａ、３３ｂが検知した不審者や善意の訪問者を特定することができる。
【００４３】
　図７に示すように、図６のＢ－Ｂ切断面において、表示部３２に隣接して、表示部３２
に表示される映像を制御する映像制御部３４が配置され、映像制御部３４は図７の断面に
現れない配線によって第１の人感センサ３３ａ及び第２の人感センサ３３ｂに接続されて
いる。
【００４４】
　第１の人感センサ３３ａは門柱１１の道路２側に広がる感度領域ＳＢａを備え、感度領
域ＳＢａに人が居ることを感知する。同様に、第２の人感センサ３３ｂは門柱１１の道路
２側に広がる感度領域ＳＢｂを備え、感度領域ＳＢｂに人が居ることを感知する。
【００４５】
　感度領域ＳＢａはおよそ表示部３２から第１の人感センサ３３ａ側に形成され、感度領
域ＳＢｂはおよそ表示部３２から第２の人感センサ３３ｂ側に形成されている。よって、
門柱１１の道路２側において、表示部３２よりも第１の人感センサ３３ａ側に人が居ると
き、第１の人感センサ３３ａは人の存在を感知するが、第２の人感センサ３３ｂは人の存
在を感知しない。逆に、門柱１１の道路２側において、表示部３２よりも第２の人感セン
サ３３ｂ側に人が居るとき、第２の人感センサ３３ｂは人の存在を感知するが、第１の人
感センサ３３ａは人の存在を感知しない。
【００４６】
　図７の例では、感度領域ＳＢａの一部と感度領域ＳＢｂの一部がおよそ表示部３２の正
面において重なっている。よって、表示部３２の略正面に人が居るときは、第１の人感セ
ンサ３３ａと第２の人感センサ３３ｂが同時に人の存在を感知することになる。なお、感
度領域ＳＢａ及び感度領域ＳＢｂは、第１の人感センサ３３ａ及び第２の人感センサ３３
ｂの感知結果から門柱１１の道路２側に居る人の位置が判定することができるように設定
されていればよく、図７の例に限定されるものではない。例えば、感度領域ＳＢａ及び感
度領域ＳＢｂの一部が互いに重なっていなくても構わない。
【００４７】
　映像制御部３４は、第１の人感センサ３３ａ及び第２の人感センサ３３ｂの感知結果に
応じて表示部３２の表示内容を変更する。具体的に、第１の人感センサ３３ａ及び第２の
人感センサ３３ｂは、人の存在を検知したか否かを示す感知結果信号を映像制御部３４へ
所定の周期でそれぞれ送信する。映像制御部３４は、各感知結果信号を受信し、この感知
結果信号に応じて表示部３２の表示内容を変更する。
【００４８】
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　次に、図８（ａ）～図８（ｄ）を参照して、映像制御部３４によって変更される表示部
３２の映像例を説明する。映像制御部３４は、表示部３２が門柱１１の道路２側に向けて
図８（ａ）～図８（ｄ）に示すような映像を表示するように制御する。ここでは、目を含
む映像の例として、実在する目を色、線、形によって写し表した目を含む映像を例に取っ
て説明するが、実在する目の映像であっても構わない。
【００４９】
　第１の人感センサ３３ａが人の存在を感知していないが、第２の人感センサ３３ｂが人
の存在を感知している場合、映像制御部３４は、第１の人感センサ３３ａ及び第２の人感
センサ３３ｂの感知結果から表示部３２よりも第２の人感センサ３３ｂ側に人が居ると判
定する。そして、映像制御部３４は、図８（ａ）に示すように第２の人感センサ３３ｂ側
に向いた目の映像を表示部３２が表示するように、表示部３２の表示内容を変更する。
【００５０】
　第１の人感センサ３３ａが人の存在を感知しているが、第２の人感センサ３３ｂが人の
存在を感知していない場合、映像制御部３４は、第１の人感センサ３３ａ及び第２の人感
センサ３３ｂの感知結果から表示部３２よりも第１の人感センサ３３ａ側に人が居ると判
定する。そして、映像制御部３４は、図８（ｂ）に示すように第１の人感センサ３３ａ側
に向いた目の映像を表示部３２が表示するように、表示部３２の表示内容を変更する。
【００５１】
　第１の人感センサ３３ａ及び第２の人感センサ３３ｂが共に人の存在を感知している場
合、映像制御部３４は、第１の人感センサ３３ａ及び第２の人感センサ３３ｂの感知結果
から表示部３２の略正面に人が居ると判定する。そして、映像制御部３４は、図８（ｃ）
に示すように正面に向いた目の映像を表示部３２が表示するように、表示部３２の表示内
容を変更する。
【００５２】
　このように、第１の人感センサ３３ａ及び第２の人感センサ３３ｂが感知した人が居る
方向へ目を向けることができるので、映像制御部３４は人感センサ３３ａ、３３ｂが感知
した人を表示部３２に表示された目で追うように映像を制御することができる。
【００５３】
　そして、第１の人感センサ３３ａ及び第２の人感センサ３３ｂが共に人の存在を感知し
ていない場合、映像制御部３４は、第１の人感センサ３３ａ及び第２の人感センサ３３ｂ
の感知結果から表示部３２の周囲に人が居ないと判定する。そして、映像制御部３４は、
図８（ｄ）に示すように笑った状態の目の映像を表示部３２が表示するように、表示部３
２の表示内容を変更する。
【００５４】
　図８（ａ）～図８（ｄ）では、目のみからなる映像を表示部３２に表示した例を示した
が、図５（ｅ）と同様に、目の映像と併せて、現在時刻、外部の気温、二酸化炭素濃度及
び地域内の連絡事項など、その他の映像を表示部３２に表示しても構わない。また、図８
には示さないが、その他の映像として、口、鼻、眉毛などの顔を構成する目以外の要素の
映像や、肩、腕などの体を構成するその他の要素の映像を併せて表示してもよい。更に、
例えば、図８（ａ）～図８（ｃ）では通常の口の映像を表示し、図８（ｄ）では笑った状
態の口の映像を表示するように、その他の映像について表示部３２の表示内容を変更して
も構わない。
【００５５】
　以上説明したように、本発明の第２の実施の形態によれば、以下の作用効果が得られる
。
【００５６】
　住宅１の周囲の一例として門柱１１の道路２側に向けて表示部３２を設置し、表示部３
２に目を含む映像を表示し、人感センサ３３ａ、３３ｂの感知結果に応じて表示部３２の
表示内容を変更することにより、人目を気にしながら住宅１が建てられた敷地３内へ侵入
しようとする不審者は、目を含む映像が自分に反応していると認識して、監視されている
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という意識を強めて警戒心を高める。よって、不審者に侵入を思い留まらせる防犯効果が
得られる。また、少なくとも１つの表示部３２を備えていれば良いので、門柱１１の一部
に表示部３２を設けることができる。また、表示部３２は目を含む映像を表示できればよ
いので、表示面積も小さくて済む。
【００５７】
　図８の各分図に示したように、映像制御部３４は、人感センサ３３ａ、３３ｂが感知し
た人を表示部３２に表示された目で追うように映像を制御することにより、人感センサ３
３ａ、３３ｂによって感知された不審者は、表示部３２に表示された目によって追われて
いると認識して、監視されているという意識を強め、警戒心を高める。よって、不審者に
侵入を思い留まらせる防犯効果を高めることができる。
【００５８】
　映像制御部３４は、人感センサ３３ａ、３３ｂが人を感知していないとき、表示部３２
が笑った状態の目を含む映像を表示するように制御することにより、例えば近隣住民など
、善意の者に対して不快感を与えることがなくなり、近隣とのコミュニケーションを円滑
にすることができる。
【００５９】
　映像制御部３４は、表示部３２が、現在時刻、外部の気温、二酸化炭素濃度及び地域内
の連絡事項のうち少なくとも１つを目を含む映像と併せて表示するように制御することに
より、表示部３２を近隣住民とのコミュニケーション手段としても使用できるので防犯に
役立つ。また、当該コミュニケーションの活発さを外部にアピールすることができるので
、人目を気にしながら侵入しようとする者の警戒心を高め、侵入を思い留まらせる防犯効
果を高めることができる。
【００６０】
　（その他の実施の形態）
上記のように、本発明は、２つの実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論
述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者
には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【００６１】
　第１の実施の形態では、住宅１の出入り口の一例として玄関を挙げ、玄関に設置される
玄関扉４について説明したが、住宅１のその他の出入り口、例えば勝手口に設置される勝
手口扉についても本発明の映像表示装置は適用可能である。また、建物の一例として住宅
１について説明したが、住宅以外の建物においても、本発明の映像表示装置は適用可能で
ある。
【００６２】
　第２の実施の形態の門柱１１では、表示部３２を道路２側に向けて映像を表示する場合
について説明したが、その他の方向、例えば通路６側へ向けて映像を表示するように表示
部３２を設置してもよい。この場合、表示部３２に併せて、第１の人感センサ３３ａ及び
第２の人感センサ３３ｂの各感度領域の向きも調整する。
【００６３】
　また、本発明の映像表示装置を適用した玄関扉４と門柱１１を異なる実施の形態で説明
したが、もちろん、これらを組み合わせて実施しても構わない。
【００６４】
　映像表示装置は、人が住宅１へ往来する回数をカウントする往来カウント部を更に備え
、その回数を表示部２２、３２に表示しても構わない。第１の人感センサ２３ａ、３３ａ
或いは第２の人感センサ２３ｂ、３３ｂが表示部２２、３２の周囲において人を感知する
度に感知信号を往来カウント部へ送信する。往来カウント部は、感知信号を受信する度に
、自らが備えるカウンターをインクリメントし、カウンター値のデータ信号を表示部２２
、３２へ送信する。表示部２２、３２は、受信したカウンター値のデータ信号に従ってカ
ウンター値を目を含む映像と共に表示する。
【００６５】
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　このように、住宅１への人の往来回数を表示部２２、３２に表示することにより、見ら
れているという意識を侵入しようとする人に与え、当該人の警戒心を高め、侵入を思い留
まらせる侵入抑止効果が得られる。
【００６６】
　往来回数を表示部２２、３２に表示して人の視覚を通じて周囲に報知する場合を説明し
たが、往来回数をその他の手段（例えば、音声／聴覚など）によって周囲に報知しても構
わない。
【００６７】
　また、往来回数をカウントする場合に限らず、人の往来を検知してから一定時間毎にカ
ウンター値を初期値からデクリメントしていく、いわゆるカウントダウンを行うようにし
ても構わない。これによっても、人の往来が検知されれば、カウントダウンが開始される
ことにより、人目を気にしながら侵入しようとする者の警戒心を高め、侵入を思い留まら
せる侵入抑止効果が得られる。
【００６８】
　このように、本発明はここでは記載していない様々な実施の形態等を包含するというこ
とを理解すべきである。したがって、本発明はこの開示から妥当な特許請求の範囲に係る
発明特定事項によってのみ限定されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】図１（ａ）は本発明の第１の実施の形態に係わる映像表示装置を備える玄関扉４
、及び本発明の第２の実施の形態に係わる映像表示装置を備える門柱１１の設置例を示す
上面図であり、図１（ｂ）は図１（ａ）の道路２側から見た正面図である。
【図２】門柱１１及び玄関扉４と住宅１内に設置された部材との接続関係を示す概略図で
ある。
【図３】図１（ａ）の玄関扉４を戸外側から見た時の外観図である。
【図４】図３のＡ－Ａ切断面に沿った断面図である。
【図５】図５（ａ）～図５（ｅ）は、表示部２２に表示される映像の例を示す模式図であ
る。
【図６】図１（ａ）の門柱１１を道路２側から見た時の外観図である。
【図７】図６のＢ－Ｂ切断面に沿った断面図である。
【図８】図８（ａ）～図８（ｄ）は、表示部３２に表示される映像の例を示す模式図であ
る。
【符号の説明】
【００７０】
　１…住宅（建物）
　２…道路
　３…敷地
　４…玄関扉
　６…通路
　８…インターネット
　１１…門柱
　１３…車
　１４…インターフォン親機
　１５…外部通信端末
　２１…ノブ
　２２、３２…表示部
　２３ａ、３３ａ…第１の人感センサ
　２３ｂ、３３ｂ…第２の人感センサ
　２４、３４…映像制御部
　３１…マイク付スピーカ
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　３５…カメラ
　３６…照明付表札
　ＳＡａ、ＳＡｂ、ＳＢａ、ＳＢｂ…感度領域

【図１】 【図２】

【図３】
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